
 
 
 

 
 

新型コロナウイルス感染症への対応に
ついて、感染症法上の分類が２類から５類
に移行されました。 

今後は国の基本方針等に基づき下記の
とおりご協力をお願いいたします。 
 
〇 マスクについて、個人の主体的な選択を 

尊重し、着用は個人の判断に委ねます。 
 
〇 「手洗いや手指消毒」、「効果的な換気」、

「人と人が触れ合わない程度の距離の確保」、
「咳エチケット」を引き続き守ってください。 

 
〇 体調がすぐれない場合は、施設の利用を

控えてください。 
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